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こども・若者、子育て当事者等から意見を聴く取組みについて

取組み 概要 実施時期（予定）

①こども未来創造会議
（出向く型）

・保育園、放課後児童クラブ、よかボス企業、児童
養護施設、障害児施設等に直接職員が出向いて意見
聴取

・随時

②こども未来創造会議
（座談会型）

・こども・若者、子育て世代、保育・教育の現場で
働く方のモニターを公募により募集し、座談会形式
で実施。
・ファシリテーターによる発言しやすい場づくり、
わかりやすい資料を使った事前の情報提供を実施。
・必要に応じてオンラインアンケートも活用

・１０月上旬以降
※モニター募集は、９月中に開始

③パブリックコメント
（一般向け・こども若者向け）

・熊本県ＨＰ上で実施
・意見を聴くに当たっては、中間整理の「わかりや
すい概要」、「やさしい版（こども用）」を作成

・１０月上旬～４週間程度

④経済界・労働界ヒアリング
・経済界（熊本経済同友会、熊本県商工会議所連合
会、熊本県商工会連合会、熊本県中小企業団体中央
会）と労働界（日本労働組合総連合会熊本県連合
会）に対するヒアリング

・１０月～１１月

⑤こどもまんなか応援団
・20～30歳代の若手職員（子育て経験・結婚の有無
等に関わらず、結婚や子育てについて率直な意見を
述べることができる方）８０名から庁内の働き方や
こども施策について意見を聴取。

・本庁、県央広域本部
７月２日（火）、８月２日（金）
・県北広域本部
７月３１日（水）
・天草広域本部
８月６日（火）
・県南広域本部
８月２１日（水）
※今後も随時実施

１ 概要等
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周知ルート 周知対象 周知方法

①関係各課宛に周知協力依頼 ・学校等（教育委員会経由）
・その他こども・若者が利用する施設

・事務連絡と共にチラシの電子媒体を
送付

②管内の市町村宛てに周知協力
依頼

・保育園
・児童養護施設等
・障害児入所施設
・認可外保育施設
・地域子育て拠点
・放課後児童クラブ
・産後ケア事業者 等

・事務連絡と共にチラシの電子媒体を
送付

③子ども未来課から直接案内を
送付

・認定こども園
・幼稚園及び幼保連携型認定こども園 等 ・チラシの電子媒体を送付

④熊本県ＨＰに掲載 ・一般
（特に若者、子育て当事者を対象） ・熊本県ＨＰに掲載

⑤熊本県の関係施設への送付

・熊本県庁情報プラザ
・熊本県子ども未来課、各広域本部（県央を除く）
・地域振興局総務福祉課（県内１０か所）
・くまもと県民交流館パレア
・熊本県立美術館本館及び分館
・熊本県立図書館
・公立大学法人熊本県立大学本部棟

・印刷物を送付

２ パブリックコメントの周知ルート等
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３ チラシ
・関係機関・施設にパブリックコメントのチラシデータを配布し、広く周知
・インターネット上の情報にアクセスしにくいこども・若者がいる施設には、パブコメ記入用紙を
紙媒体で送付

こども・若者向け 子育て当事者向け 保育・教育の現場で働く方

学校等
（公立・私立を問わず、
義務教育段階から高等教
育段階まで）

保育園、認定こども園、
幼稚園

学校等
（公立・私立を問わず、
義務教育段階から高等教
育段階まで）

児童養護施設等 認可外保育施設 保育園、認定こども園、
幼稚園

障害児入所施設等 地域子育て支援拠点 認可外保育施設

ほか 子育て世帯包括支援セン
ター

放課後児童クラブ

産後ケア事業 ほか

ほか

３

イメージ（未定稿）


